
様式第二号の十三(第八条の十七の二関係)

年 6 月 17 日

大津市長 殿

 提出者

住　所

氏　名

電話番号

 当該事業場において現に行っている事業に関する事項

①

②

③

④

（日本産業規格　Ａ列４番）

（第１面）

執行役員大津事業場長　和田正紀

令和７年４月１日～令和８年３月３１日計 画 期 間

２１　窯業・土石製品製造業

出荷額：１８２３４百万円

849人（非正規雇用者を含む）

別紙１

事 業 の 種 類

事 業 の 規 模

従 業 員 数

特別管理産業廃棄物
の一連の処理の工程

令和　７

特別管理産業廃棄物処理計画書

滋賀県大津市晴嵐二丁目７番１号

日本電気硝子株式会社

077-537-1700

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の２第10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物
の減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。

日本電気硝子株式会社　大津事業場

滋賀県大津市晴嵐二丁目７番１号事 業 場 の 所 在 地

事 業 場 の 名 称









【目標】

t ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

（今後実施する予定の取組）

【前年度（　　　 6 年度）実績】

（今後実施する予定の取組等）

　　※事務処理欄

別紙３

別紙３

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

別紙３ 別紙３

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

別紙３

（第５面）

②計画

特別管理産業廃棄物の種類 別紙３ 別紙３

全 処 理 委 託 量 別紙３

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量 別紙３ 別紙３

再生利用業者への
処 理 委 託 量

別紙３ 別紙３

別紙３

電子情報処理組織の使用継続

電子情報処理組織の使用
に関する事項

223.799 ｔ

特 別 管 理 産 業 廃 棄 物

排 出 量

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。）







現　　　状　 計　　　画 現　　　状 計　　　画 現　　　状 計　　　画 現　　　状 計　　　画
（前年度実績） （目　　標） （前年度実績） （目　　標） （前年度実績） （目　　標） （前年度実績） （目　　標）

排出量 32.14 t 50.0 t 27.437 t 50.0 t 0.012 t 0.03 t 116.37 t 120.0 t

— — 1.687 t 2.0 t — — — —

— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —

— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —

32.14 t 50.0 t 25.750 t 48.0 t 0.012 t 0.03 t 116.37 t 120.0 t
優良認定処理業者への処理委託量 14.24 t 15.0 t 0.030 t — 0.012 t 0.03 t 116.37 t 120.0 t
再生利用業者への処理委託量 — — — — — — — —
認定熱回収業者への処理委託量 — — — — — — — —
認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量 — — — — — — — —

これまでに実施した取組

今後実施する予定の取組

特定有害産業廃棄物
（特管ダスト類）

（別紙3）

　　　　　　　　　　産業廃棄物の種類
　　　　　　　　　　　　　　現状と計画 燃え殻 汚泥 感染性廃棄物

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

これまでに実施した取組
　汚泥：発生した有害物質付着ナイロンの内、空フレコンについては可能な限り
　　　　　社内リサイクル利用を進める。

今後実施する予定の取組
燃え殻（有害物質付着レン
ガ）窯の低温操業にてライフ
延長し発生を抑制する

含水量を減らし発生重量
を抑制する

インフルエンザ等の予防接種の
ワクチン接種をする対象者により
左右されるものの削減に努める

ガラス溶融炉の揮発量を
抑えるため、低温操業に
努める

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項
自ら再生利用を行った（行う）産業廃棄物の量

これまでに実施した取組
　汚泥：発生した有害物質付着ナイロンの内、空フレコンについては可能な限り
　　　　　社内リサイクルをしている。

今後実施する予定の取組 　令和6年度の取り組みを継続。

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項
自ら熱回収を行った（行う）産業廃棄物の量
自ら中間処理により減量した（する）産業廃棄物の量
これまでに実施した取組
今後実施する予定の取組

　可能な限り、優良認定処理業者・再生利用業者への処理委託を行う。
　委託先処理業者が適正に処理されているか現地確認を実施する。
　汚泥：令和6年度の取り組みを継続。

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項
自ら埋立処分又は海洋投入処分を行った（行う）産業廃棄物の量
これまでに実施した取組
今後実施する予定の取組

産業廃棄物の処理の委託に関する事項
全処理委託量

　汚泥：発生した有害物質が付着した紙袋・ナイロン袋は、巻き取り機により減容化
　　　　　した後、委託業者に特別管理産業廃棄物として委託処理した。



現　　　状 計　　　画 現　　　状 計　　　画 現　　　状 計　　　画 現　　　状 計　　　画 現　　　状 計　　　画 現　　　状 計　　　画 現　　　状 計　　　画 現　　　状 計　　　画
（前年度実績） （目　　標） （前年度実績） （目　　標） （前年度実績） （目　　標） （前年度実績） （目　　標） （前年度実績） （目　　標） （前年度実績） （目　　標） （前年度実績） （目　　標） （前年度実績） （目　　標）

34.83 t 40.0 t 1.100 t 1.0 t 0.02 t 0.5 t 1.15 t 1.0 t 10.72 t 10.0 t 0.02 t 0.5 t

— — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — —

34.83 t 30.0 t 1.100 t 1.0 t 0.02 t 0.5 t 1.15 t 0.5 t 10.72 t 10.0 t 0.02 t 0.5 t
27.13 t 23.0 t 1.100 t 1.0 t 0.02 t 0.5 t 1.15 t 0.5 t 10.72 t 10.0 t 0.02 t 0.5 t
6.49 t 5.0 t — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — —

ｐＨ１２．５以上の廃アルカリ

社内で中和処理を出来る
様に努める

社内で中和処理を出来る
様に努める

　ばいじん・ダスト類
　　・ガラス溶融炉の揮発量を抑えるため、低温操業を実施した。
　　・ばいじんをガラス原料として再資源化。

ばいじん ｐＨ２．０以下の廃酸
ｐＨ２．０以下の廃酸

(有害物質含有）
燃えやすい廃油

ｐＨ１２．５以上の廃アルカリ
（有害物質含有）

ガラス溶融炉の揮発量を
抑えるため、低温操業に
努める

　可能な限り、優良認定処理業者・再生利用業者への処理委託を行う。
　委託先処理業者が適正に処理されているか現地確認を実施する。
　ばいじん・ダスト類：　令和6年度の取り組みを継続。

　可能な限り、優良認定処理業者・再生利用業者への処理委託を行う。
　委託先処理業者が適正に処理されているか現地確認を実施する。

　ばいじん・ダスト類：鉛を含むばいじんは「鉛精錬による再生利用」、その他のばいじんは「ペレット製造の
　　　　　　 　　　　　　　原燃料として再生利用」及び「コンクリ－ト固形化」の委託処理を行なった。

実験等で使用している溶
剤の使用量の適正化に努
める

社内で中和処理を出来る
様に努める

社内で中和処理を出来る
様に努める
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